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平成２８年度 新規事業及び拡充事業等   障害者自立支援課 企画班 

NO 事 業 名 区分 事 業 概 要 新 規 又 は 拡 充 内 容 実 施 時 期 

１ 障害者差別解消法施

行に係る事業 

新規 平成２８年４月１日から「障害

を理由とする差別の解消の推進

に関する法律（障害者差別解消

法）」が施行されることに伴い、

平成２８年度から同法の施行に

係る事業を実施する。 

１ 障害者差別解消支援地域協議会の設置 

  ・千葉市障害者施策推進協議会の専門部会として設

置。 

  ・障害を理由とする差別を解消するための取組みを

効果的かつ円滑に行うため、部会で情報を共有す

るとともに、それぞれの機関等における経験や専

門知識を持ち寄り、障害者からの相談への対応等

について協議。 

 

２ 障害者差別に係る専門相談窓口の設置 

  ・千葉市職員による障害を理由とする差別に関する

障害者及びその家族その他の関係者からの相談等

に的確に対応するための相談受付窓口を、保健福

祉局高齢障害部障害者自立支援課に設置。 

  

３ 啓発活動の実施 

  ・障害者差別解消法に係る講演会の実施 

  ・障害者差別解消に関するリーフレットの作成 

                      など 

平成２８年度 
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平成２８年度 新規事業及び拡充事業等   障害者自立支援課 給付班 

NO 事 業 名 区分 事 業 概 要 新 規 又 は 拡 充 内 容 実 施 時 期 

１ 福祉タクシー・自動車

燃料費助成システム

改修 

新規 福祉タクシー・自動車燃料費助

成制度に平成２９年度から所得

制限を導入するためのシステム

改修を行う 

福祉タクシー・自動車燃料費助成制度への所得制限の導

入のためのシステム改修 

・導入予定：平成２９年度から 

・所得制限基準：検討中 

 ※当該見直しにより確保した財源については、 

より必要性の高い障害者施策の充実のため 

活用する。 

平成２８年４月 

 

所得制限の導入は

平成２９年４月~ 
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平成２８年度 新規事業及び拡充事業等   障害福祉サービス課 指導班 

NO 事 業 名 区分 事 業 概 要 新 規 又 は 拡 充 内 容 実 施 時 期 

１ 高浜第二小学校跡施

設整備 

 旧高浜第二小学校跡施設を活

用し、療育センターふれあいの家

の一部移転及び障害児通所支援

事業所として貸し付けるにあた

り、必要な改修工事を行う。 

校舎跡施設改修 

・障害児通所支援事業所（1階一部）1,367㎡ 

・療育センターふれあいの家（1階一部、2階）2,329㎡ 

・千葉大学サテライトキャンパス（3階）1,654㎡※ 

 ※資産経営課所管 

 

平成２８年度 

（秋頃供用開始 

予定） 
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平成２８年度 新規事業及び拡充事業等   障害福祉サービス課 施設支援班 

NO 事 業 名 区分 事 業 概 要 新 規 又 は 拡 充 内 容 実 施 時 期 

１ グループホーム整備

等 

拡充 グループホームの防火安全対

策を推進するため、既存のグルー

プホームにスプリンクラー等を

設置する費用に対しての補助を

行う。 

拡充内容 

・スプリンクラー設置   ２件 

・自動火災報知設備設置 １０件 

平成２８年度 
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平成２８年度 新規事業及び拡充事業等   精神保健福祉課 精神保健福祉班 

NO 事 業 名 区分 事 業 概 要 新 規 又 は 拡 充 内 容 実 施 時 期 

１ 千葉市ひきこもり地

域支援センター設置

運営 

拡充  ひきこもりの方及び家族から

の相談に応じ、適切な助言や家庭

訪問などの包括的な支援を行う

千葉市ひきこもり地域支援セン

ターを設置・運営する。 

 また、ひきこもり者の早期発見

及び支援につなげるため、新たに

ひきこもりサポーター養成研修

及び派遣事業を実施する。 

設置場所  千葉市こころの健康センター内 

      （千葉市美浜区高浜 2-1-16） 

対象年齢  原則として 18歳以上の方 

開所日   週５日（月～金）、１日８時間を目途 

運営形態  委託（受託者：NPO法人ユニバーサル 

就労ネットワークちば） 

職員体制  ２名（精神保健福祉士等の有資格者） 

ひきこもりサポーター養成・派遣  ６名 

平成２８年度 

２ 長期入院精神障害者

地域移行総合的推進

体制検証事業 

新規  精神科病院への入院期間が 

１年以上の方を対象に、病院職員

や事業所などの関係者と連携し

て地域生活への移行に向けた支

援を行い、その効果を検証する。 

体験談プログラム  

・実際に地域生活を送る入院経験者を精神科病院に 

招き、地域移行に関する体験談を話してもらうプロ 

グラムで、月２回程度実施予定。 

事業所体験プログラム 

・長期入院者が地域の事業所等に出向き、事業所での 

活動を体験するプログラムで、月２回程度実施予定。 

その他の事業 

・精神科病院職員に対する研修 

・事業所等へのスーパーバイザー派遣 等 

平成２８年度 

 


